
・

・ IR推進室の所掌事務については同課地域プロジェクト対策室に引き継ぐ

問い合わせ先
・組織改正に関すること
総務部行政改革課　　山本、山田 電話　073-441-2130

・特定複合観光施設誘致に関すること
企画部企画総務課IR推進室　　楠見、大石 電話　073-441-2334
※7/1以降については地域プロジェクト対策室にお問い合わせください。電話　073-441-2334

ＩＲ推進室

地域プロジェクト対策室 地域プロジェクト対策室

調査調整班 調査調整班

データ利活用推進班 データ利活用推進班

計画班 計画班

＜企画部　企画政策局＞ ＜企画部　企画政策局＞

企画総務課 総務班 企画総務課 総務班

組織改正について

現行　 改正後　(R4.7.1)

これまでの特定複合観光施設誘致業務の終了に伴い、企画総務課IR推進室を６月末で廃止

令和4年6月24日
資 料 提 供

１．企画総務課IR推進室を廃止


